雑品売却単価契約仕様書
１  基本的な内容

発注者が粗大ごみ及び不燃ごみ等から選別した雑品（オーブン・オーブントースター・ヒーター・電子レンジ・ガスコンロ・ストーブ）を受注者に売却し、資源化を図るもの。

２  履行期間

契約日から令和９年３月３１日まで
３  売却見込み量

雑品　　　１２８トン
　※見込み量はあくまでも目安であり、この引渡し量を保証するものではない。
４  搬出場所   　三京クリーンランド埋立処分場内粗大ごみ雑品置場及び不燃ごみ雑品置場

　　　　　　　　 （長崎市三京町43番地4）（以下｢処分場｣という。）
５  処分場における保管状態　　  平積み
６  引渡し手順
(1)雑品を、受注者のクラム車等を用いてトラック等に積み込み、搬出する。なお、積込作業は粗大ごみの搬入や一般の持込みに支障がない場所で行うこと。

(2)搬出に際しては、必ず処分場の計量所で計量を行うこと。計量においては、車両ごとに本市が作成するカードを使用し、計量伝票を持ち帰ること。

(3)処分場で受理した計量伝票（写し可）を、翌月発注者に提出する報告書に添付すること。
(4)履行期間中に搬出車両として登録する車両1台分の雑品が溜まった時点で発注者　　から積込搬出の依頼を行うこととする。なお、日時については協議により決定する。
７  引渡しに係る留意事項
(1)受注者は積込作業が可能な搬出車両を準備すること。なお、搬出車両の入退場は、　　　処分場の開場時間内（午前９時～午後５時）に行うこと。
(2)運搬中の飛散・転落を防止するため、必要に応じて荷台に覆いをすること。
 (3)雑品の所有権は、受注者に引き渡したときから受注者に移転することとする。なお、　　所有権が移転した後、受注者が雑品を処理することによって発生する損害については、発注者は責任を負わないこととする。
(4)積込後の残さは残置せず搬出し、搬出後は保管場所付近の後掃除を行うこと。
また、荷崩れ等があった場合には戻すこと。

８  引渡し後の処理

(1)発注者が引渡した雑品については、再生利用を目的として適正に処理し、資源化を行う
こと。
(2)受注者が行う雑品の処理に伴い発生する残さは、産業廃棄物として適正に処理すること。
なお、当該残さの本市施設への搬入は認めない。
９  発注者への報告

受注者は、雑品の引取りに関し、以下の事項について、翌月５日（５日が閉庁日の場合は、次の開庁日）までに書面にて発注者に報告を行うこと。ただし、３月分については当月の末日までに報告すること。
ア　期間
イ  物件名

ウ  引取日数
エ  引取台数
オ  引取重量

カ  その他本市が必要とする事項

10  その他

(1)処分場の管理者等と和をもって引取りを行うこと。
(2)雑品の積込搬出時において、万一事故が生じた場合は、速やかに発注者に報告すること。
(3)積込搬出及び運搬休憩中等においては、搬出車両の電源をできる限り停止する等、環境
負荷の低減に努めること。

　 (4)引き渡す雑品には乾電池等が装着されたままになっているものが含まれている。

